
 

 

市立デイサービスセンターの民間移管に向けた 

サウンディング型市場調査の結果概要を公表します 

 

市立デイサービスセンターは令和３年４月に策定した「相模原市行財政構造改革プラン」

において、見直しの方向性として「民間へ移管又は廃止」としました。 

民間へ移管することを検討するにあたり、その可能性や運営方法等について、民間事業者

の皆様からご意見を伺うサウンディング型市場調査を実施しましたので、その結果の概要を

公表します。 

 

１ 実施経過 

内容 実施時期 

対話実施の公表 令和４年８月１日（月） 

事前説明会・ 

現地見学会の開催 

・相模原市立清新デイサービスセンター 

令和４年９月２日（金） 【参加団体：なし】 

・相模原市立星が丘デイサービスセンター 

令和４年９月５日（月） 【参加団体：２団体】 

・相模原市立古淵デイサービスセンター 

令和４年９月９日（金） 【参加団体：２団体】 

対話参加の申込み 令和４年９月２日（金）から２２日（木）まで 

対話の実施 令和４年１０月５日（水）、７日（金）、１２日（水） 

【参加団体：１１団体】 

 

２ 調査内容 

対象 ・相模原市立清新デイサービスセンター 

・相模原市立星が丘デイサービスセンター 

・相模原市立古淵デイサービスセンター 

主な対話内容 （１）デイサービスセンターの民間移管の可能性について 

（２）デイサービスセンターの民間移管の条件等について 

対象者 事業主体となる可能性がある法人 

 

３ 結果概要 

別紙のとおり 

 

４ 今後の予定 

今回のサウンディング型市場調査の結果を踏まえ、「民間へ移管又は廃止」の決定をしま

す。 



（別紙）

主な対話項目 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｊ社 Ｋ社

（１）民間移管の可能性について

　ア　当該地域における
　　　デイサービスセンター
　　　の必要性の有無

○新規開設には費用がかか
るため、有効活用するべき
○アクティビティをしっか
りしている施設は地域に必
要

○現状の設備やこれまでの
実績を考えると廃止するの
はもったいない

○市立である必要性はない
○仮に廃止しても利用者は
他の施設で受け入れは可能

○認知症、入浴のニーズに
特化することが考えられる

ー

○デイサービスセンターで
はなく、別事業でスケルト
ン渡しでも十分に可能性あ
り

○マーケット状況は把握で
きていないが必要性はある
と考えている

ー ー

○地域に需要、ニーズはあ
ると考えている
○入浴ができるある程度の
大きさの施設は必要

○入浴設備、機械浴がある
単独のデイサービスセン
ターは少ない
○民間移管をすれば応募す
る事業者は絶対にいる

　イ　民間移管への意向 ○建物貸付料が安いと良い ○店舗展開の可能性あり
○興味はあるが今の状況で
は民間運営は難しい

○今後の介護保険制度の改
正内容による
○建物貸付料がポイント

○店舗展開を検討するが建
物貸付料とのバランスが課
題

○定員数と施設内の設備の
検討が必要

○様々な条件が合致すれば
前向きに検討

○建物貸付料が安く、施設
の設備、サービス内容を自
由に設定できることが条件

○ゼロから作ることを考え
たらとても良いと思う
○建物貸付料が安いこと、
設備について自由に変えて
良いことが条件

○継続する価値あり ○民間移管には賛成

（２）民間移管への条件等（ハード面）について

　ア　建物貸付料 ○想定金額はかなり重い
○建物の広さから考えると
妥当であるが、定員数から
考えると高い

○高い設定ではないが、営
業時間を長くし、営業日を
増やさないと厳しい

○スペース活用の判断を自
由にしていただければ可能
性あり

○施設・設備等の維持管
理、改修を考えると半額が
限度

○通常規模のデイサービス
としての運営では厳しい金
額
○稼働率が良くないと相当
負担が重い

○現在の収支を考えると月
５０万前後が妥当

○高い ○とても高い

○売上の何％という考え方
もある。提示額が高額だと
利用状況にはよっては支払
が厳しい年もある
○改修、修繕を負担するこ
とを考えると定額なら建物
貸付料は月１０～２０万程
度を希望

○施設・設備等の維持管
理、改修を事業者側が負担
するとした場合、月１５～
２０万程度が適当

　イ　施設・設備等の
　　　維持管理、改修

○ボイラー等の設備は入れ
替えを検討
○建物貸付料が減額されれ
ば、維持管理、改修の全額
負担は可能

○自己負担で改修可能

○スリム化してコスト削減
が必要
○ボイラー設備は２５名定
員では不要
○ハードのコスト面が問題

○現状の設備が壊れた時に
修繕が必須なのかどうかな
どの条件による
○給水給湯配管が不安

○集合住宅の１階なので、
給排水の問題、壁の厚さな
ど作り込みには向かない
○電気や配管などが気にな
る。店子側が壁の中の見え
ない部分は持ちづらい。負
担するとした場合、想定の
建物貸付料では高い
○機械浴は交換が必要

○お風呂等の設備を個浴へ
変更
○機能訓練の機械を導入

○デイサービスのみの施設
としては重装備な作りで、
今後この定員数で稼働、維
持していくには心配
○基本的には躯体設備は貸
主、内装、維持点検、定期
点検などは借主側の負担と
なることが多い。適正な建
物貸付料を支払うのでれば
貸主負担という感覚が強い

○すべての設備を入れ替え
たい
○歩行訓練のための手すり
設置
○トイレは自宅での利用を
考えて個室のみにした方が
良い
○ＬＥＤ電球に変えて施設
内を明るくしたい

○お風呂の２４時間循環は
不要
○トイレは個室のみにし、
手洗い場を設置
○日常的に点検が必要なボ
イラー設備等は少なくした
方が良い

○ボイラー設備一つをとっ
ても通常規模の数倍はあ
り、維持管理費が高い
○機械室が地下にある為、
設備を入れ替える場合、搬
入搬出、組立を考えると通
常よりもかなり費用が高く
なる
○床暖房は必要と考える
が、設備更新が必要
○事業者側が改修を担当し
た方がいい。市側が担当す
るには予算を組んでいない
と改修まで期間がかかりす
ぎて運営に支障が出ること
がある。市の制度上難しい
のではないか

○設備の交換は投資が大き
くなるので、メンテナンス
をして使い続けた方が良い
○機械浴は交換が必要

　ウ　貸付期間 ○２０年 ○２０年 ○２０年

○現状有姿で何が起こるか
わからない中では判断がで
きない
○スケルトン渡しであれば
５、１０年契約でその後は
２年契約

○５年 ー
○この先の状況がわからな
いので、３～５年程度が良
い

ー ○１０年又は２０年

○更新の判断ができるので
あれば５年。金額等条件が
変わらなければ継続が出来
る方が良い

○５年

（３）民間移管への条件等（ソフト面）について

　ア　定員数
○現在と同様のサービスを
実施

○３０名程度 ○３０～４０名程度

○建物貸付料から考える
と、通常規模のデイサービ
スだと月７５０人の利用者
数が必要である。これには
スペースの変更が必要

○建物貸付料を考えると定
員数を増やしたいが、設備
投資も必要になるので、建
物貸付料を下げていただき
たい

○３０名程度

○現在の定員数ではもった
いない。大規模にならない
３０～３５名程度
○地域交流スペースを機能
訓練室として活用すれば定
員数の確保ができる

○３０～４０名程度 ー ー

○定員数は増やせるが、ト
イレ数、脱衣所の面積など
を考えると厳しい。厨房の
拡大も必要

　イ　要介護３～５の
　　　中重度者の受け入れ

○機械浴などの設備も揃っ
ているので、受け入れたい

○リハビリに比重をかけた
い

ー
○定員の４０％程度は受け
入れたい

○ご家族のことを考えれば
必然的に対象

○機能訓練型にしていきた
い

○受け入れるべき
○要介護３～５の方も歩い
てもらうことが施設の方針

ー
○市立だからではなく、受
け入れるべき

ー

（４）地域活性化に関すること

　ア　地域との交流、
　　　イベントの開催など

ー ー
○定休日に施設を活用する
など、地域に根差した取組

○地域包括との連携、利用
者との交流

○地域の方向けのお祭り、
健康教室や理学療法士によ
る介護予防事業

ー
○ボランティアや家族との
お祭り、イベント、地域の
子供との交流

ー ー ー ー

　イ　市民の雇用、
　　　障害者雇用

ー
○希望があれば現従業員の
継続雇用は可能

○調理や配膳など必要な作
業で地域の方を雇用

○市民の雇用は継続 ー ー
○通勤時間が短い方に勤務
していただくことはメリッ
ト

ー ー ー ー

市立デイサービスセンターの民間移管に向けたサウンディング型市場調査の対話結果



主な対話項目 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 Ｄ社 Ｅ社 Ｆ社 Ｇ社 Ｈ社 Ｉ社 Ｊ社 Ｋ社

市立デイサービスセンターの民間移管に向けたサウンディング型市場調査の対話結果

（５）サービス向上、施設の活性化や有効活用に関すること

　ア　サービス向上に向けた
　　　取組

ー ー ー ー ー ○機能訓練の機械を導入

○機能訓練やＡＩを使った
機能測定を本人、家族に
フィードバックしていくこ
と、また一人ひとりに目標
設定をした中でのケアに取
り組みたい
○ＩＣＴを活用した機能訓
練を進めたい

ー ○ＬＥＤ電球に変更 ー ー

　イ　施設の活性化、
　　　有効活用

○介護、福祉、医療、生活
支援の複合拠点としての活
用
○高齢者の就労の場提供
○送迎車両の有効活用
○産学官の連携
○学童保育、こども食堂、
夜間塾の併設

○地域交流スペース等を利
用者のスペースとして拡充
○家事代行サービス等の営
業所を併設

ー

○デイサービス中心でない
と営業は難しいが、間取り
の変更などの条件が揃えば
発想は広がる
○こども食堂や地域への開
放
○制度上許されれば、お泊
りデイ

○デイサービスのみを考え
ている

ー
○庭を活用した花の手入れ
などを利用者と実施

○利用されていない地域交
流スペース等を活用

○事務室を移転し、事務室
に機能訓練機器を設置
○入口前のスペースで歩行
訓練を実施
○畳の静養室をベッドス
ペースへ改修し、現在の
ベッドスペースを有効活用

○デイサービスを中心とし
た上で、地域交流スペース
等を学童保育やこども関係
の施設として利用すること
は可能

ー

（６）その他

　ア　懸念されている事項や
　　　配慮を要する事項等

ー ○施設の看板設置の可否 ー ○ハード面の条件

○現状回復で退去する時に
費用がかかるため、状態に
よるが、スケルトン渡しよ
り居抜きの方が使いやすい
○負担区分の細かい設定、
退去時の条件など調整は必
要
○あらかじめ事業者側に修
繕費がかかるリスクがある
ことを条件として提示した
方が良い
○改修が必要になった時に
運営を停止する可能性があ
る。その時に資金面で苦慮
しないような建物貸付料の
設定が必要

○民間移管することによる
事業所の指定申請期間など
に注意が必要
○改修のために一度閉鎖す
るとした場合、新規利用者
受入には時間がかかり、リ
スクが大きくなる。改修工
事期間中、利用者数が安定
するまでの期間の建物貸付
料支払に配慮が必要

○建物貸付料と修繕区分が
問題である
○年数は経っているがよく
管理されていて、使いやす
い施設で非常に良いと感じ
た

ー
○市営住宅用の空き駐車場
を借用

○民間移管、廃止の決定時
期は早くした方が良い。引
継ぎには時間を要する。移
管先の決定も早めにしてほ
しい。職員の対応には時間
がかかる

○民間移管をした後も地域
とのつながり、利用者のこ
とをしっかりと考えるべき
○民間移管をした後、利益
を追求するだけで良いの
か、利用者を考えた安全安
心の運営ができるのかが問
題


